
 【農薬・肥料担当者限り】 

 

６ 九 消 第 ２ ４ ５ 号 

令 和 ６ 年 ８ 月 ９ 日 

 

 管内各県農政主管部長 殿 

（別記参照） 

 

九州農政局消費・安全部長 

 

輸入肥料の品質に関する注意喚起に係る特殊肥料の輸入業者への周知の依頼に

ついて 

 

肥料行政の推進につきましては、日頃より御尽力頂き、厚く御礼申し上げます。 

このことについて、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長から別添のとおり通知が

ありましたので、御了知のうえ、特殊肥料の輸入業者に周知いただきますようお願いしま

す。 

 

（別記） 

福岡県農林水産部長 

佐賀県農林水産部長 

長崎県農林部長 

熊本県農林水産部長 

大分県農林水産部長 

宮崎県農政水産部長 

鹿児島県農政部長 

 

 

 

担当：消費・安全部 農産安全管理課 

肥料管理係 紙谷 

T E L：096-211-8739（直通） 

 


